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令和６年４月１２日 部長会議 
   

開催日時  令和６年４月１２日（金） 午前９時００分から午前９時３０分まで 

開催場所  庁議室 

出 席 者  市長、副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事（草津未来研究所担当）、総合政策

部理事（経営・ＤＸ戦略担当）、危機管理監、総務部長兼法令遵守監、まちづくり協働部長、環

境経済部長、健康福祉部長、健康福祉部理事（健幸都市づくり・地域共生社会推進担当）、

子ども未来部長、都市計画部長、建設部技監、建設部長、建設部理事（住宅担当）、上下水

道部長、教育部長、教育部理事（学校教育担当）、議会事務局長 

欠 席 者  なし 

議事概要  下記のとおり 

 

１．市 長 訓 示 

・新年度の事務事業の執行であるが、市民との対話を図るとともに、スケジュールをしっかりと立てて、よ

り効果的な事務事業の執行となるよう、努めていただきたい。 

・今年、市制施行７０周年を迎えるが、記念事業の第１弾として、４月２８日に第５６回草津宿場まつりが開

催予定であり、大きく盛り上がる内容となっている。メインイベントの時代行列は５年ぶりに東海道筋で行

い、その模様は、ユーチューブでライブ配信される。ｄe 愛ひろばの「メインステージ」では、地元中高生に

よる吹奏楽の演奏や、長束のサンヤレ踊りの披露があり、姉妹都市である観音寺市や友好交流都市で

ある草津町、伊達市にも参加いただき、ご当地キャラがステージを盛り上げるなど、子どもから大人まで

が楽しめる企画がたくさんある。職員のみなさんも、ご家族、ご友人お誘いあわせの上、ぜひ来ていただ

くようお願いする。 

・各部局の「主要課題整理および組織目標」については、来週からヒアリングを実施するが、前任者から

課題分析や課題解決の方向性が示され、引き継いだものを、新体制の下、新しい視点での見直しも行い、

課題解決に対応していただきたい。積極的な部局間の連携、市民との一層の連携、協働により業務を行

っていただくようお願いする。 

・提出済みのヒアリング資料に、新しい目線で追加、補足すべき事項があれば、ヒアリングの場で提示して

いただくようお願いする。 

 

２．重 要 報 告 事 項 

（１）「庁議および市政戦略会議の運営方針」の改訂について 

【資料：報１－１～３】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・改訂内容は【報１－１】のとおり。 

・【報１－３】改訂内容の主なものとして、重要報告案件のうち、「緊急を要するもののメール配信（いとまが

ないメール）」の運用を変更する。部長会議に付議することができない場合は、総合政策部からメール配

信するのではなく、原部からロゴチャットで配信していただく。事故等により突発的に発生した場合は、理

事者協議等により方針決定後、総合政策部長および総合政策部への事前協議なしに、原部がロゴチャッ

トで配信できる運用に変更する。その他は資料に記載のとおり。 
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（２）令和６年度における計画策定に係る庁議および議会への一括報告について 

【資料：報２－１～３】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・「庁議および市政戦略会議の運営方針」に基づき、各計画の策定方針やスケジュールなどを審議する最

初の庁議付議に限り、一覧表により一括で総合政策部から付議し、併せて、議会へも総合政策部より一

括で報告を行うこととしている。 

・２月にとりまとめた内容を、４月１７日に正副議長説明、その後ポスティングを行う予定であるため、修正

がある場合は、今日中にお願いしたい。 

・【報２－１】については、総合政策部から説明するが、【報２－２】については、それぞれの時期に担当部

局が日程を調整し、説明していただくようお願いする。 

 

（３）火葬場整備事業について 

【資料：報３－１～３】 

【まちづくり協働部長から資料に基づき説明】 

・３月に議会へ本年度のスケジュールを説明したが、その時点からの変更点を説明する。 

・【報３－１】主な変更点は、特定事業の選定・公表を９月中旬から１０上旬に変更した。それに合わせて、

全体のスケジュールも１か月程度遅れることになった。 

・【報３－２、３】変更点については、赤字で示しているとおり。 

・今後、議会にも改めて報告し、事業を進める。 

 

（４）学校における働き方改革推進計画の策定について 

【資料：報４－１・２】 

【教育部理事（学校教育担当）から資料に基づき説明】 

・【報４－１】学校現場からの意見も踏まえ、新たな「学校における働き方改革推進計画」を策定した。 

・計画期間は、今年度から令和８年度までの３年間。その間に１６の取組を進める。 

・重点項目は、「日課表の見直し」、「市部活動ガイドラインの改訂」、「チーム学校の推進」、「情報共有ア

プリとホームページ管理システムＣＭＳの運用」。 

・「日課表の見直し」については、小学校における１時間あたりの授業時間を４５分から４０分に短縮し、午

前中に５時間の授業を実施する（午前５時間制草津プラン）ものであり、運用によっては、下校時間も早ま

ることから、居場所づくりも含めて、令和８年度からの実施に向けて検討していく。 

・「市部活動ガイドラインの改訂」については、中学校の部活動の休養日を増やすことや休日の部活動の

ルールを定めることを検討している。 

・「チーム学校の推進」については、スクールソーシャルワーカーやカウンセラー等の専門職を配置し、教

員の資質向上と子どもの課題解決にあたる。 

・「情報共有アプリとホームページ管理システムＣＭＳの運用」については、ペーパーレス化や、教員の業

務負担の軽減を図る。 

・計画の取組状況や目標に対する実績については、年１回の公表を予定している。 

・今後、正副議長への説明とポスティングを予定している。 
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３．そ の 他 

【まちづくり協働部長より】 

・市制施行７０周年記念事業として、５月２５日（土）１０：００～１２：００にクレアホールで、町内会の全体集

会（市制施行７０周年記念町内会長まちづくり、ひとづくりシンポジウム・ふるさと風景の記憶絵大集

合！！）を実施するので、予定していただくようお願いしたい。 

・人口１４万人の達成が目前であることについて、４月の後半には達成する見込みである。簡単なセレモ

ニーを行いたいと考えている。 

 

【総合政策部長より】 

・４月から個人のユーザー名で庁議資料の内容確認ができるようになったため、御承知いただくようお願

いする。 

 

 

 
このページのお問い合わせ 

 概要作成担当   草津市 総合政策部 企画調整課 企画調整係 

    電話      077-561-2320 

    ファックス   077-561-2489 

    メール     kikaku@city.kusatsu.lg.jp 


